
学校職員のへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則案について 

 

 

義務教育課 

 

 

１ 改正の趣旨 

   へき地教育振興法施行規則第 13条の規定により、へき地学校等の指定は

おおむね６年ごとに行うこととされているため、現行の指定がなされた平

成 22 年４月１日から６年が経過する平成 28 年４月１日にへき地学校等の

指定の見直しを行う。 

 

２ 改正の内容 

 (1) 分校化に伴う指定 

   栄村立秋山小学校を「へき地学校（３級）」から削除し、栄村立栄小学校

秋山分校を「へき地学校（４級）」に指定する。 

 (2) 統廃合に伴う削除 

   飯山市立岡山小学校を「へき地学校（１級）」から削除する。 

 

３ 施行日 

   平成 28年４月１日 



 

 

 



 



       

       

      

 

 
       

 
 

 

       

      

      




